
→ ＋

※４　生活保護の場合、自己負担分の日用品費のみ（100円×日数）。一部負担金が発生する場合もあります。

22ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ

1,714

30日間 43,230 45,660 47,820 49,710 51,420
第1段階

1日あたり 1,441 1,522 1,594 1,657

2,234

30日間 58,830 61,260 63,420 65,310 67,020
第2段階

1日あたり 1,961 2,042 2,114 2,177

2,494

30日間 66,630 69,060 71,220 73,110 74,820

第3段階
①

1日あたり 2,221 2,302 2,374 2,437

3,401

30日間 93,840 96,270 98,430 100,320 102,030
第4段階

1日あたり 3,128 3,209 3,281 3,344

段階　　　　　　
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が 80万円以下の方

第1段階 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方、または生活保護を受給されている方

●月額合計金額 介護保険分 自己負担分

日用品費

第4段階 住民税課税世帯の方

第3段階① 世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が 80万円越え120万円以下の方

食費 1,550 1,360 390 300

居住費 0437

第3段階② 世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が 120万円越えの方

650

100

430
※３
生活保護の場合、基本0円。一部
負担金が発生する場合もありま
す。

※２　食費内訳：
朝食430円/昼食560円/夕食560

※１　生活保護受給者及び被爆者手帳をお持ちの方は、介護度に関係なく介護保険分は0円。　一部負担金が発生する場合もあります。

●自己負担分（1日あたり） 単位（円）

第4段階 第3段階② 第2段階 第1段階

1日あたり合計　※１ 1,041 1,122 1,194 1,257 1,314

第3段階①

処遇改善加算Ⅰ(×7.5％)

在宅復帰・在宅療養支援加算Ⅱ 51

基本ｻｰﾋﾞｽ費 871 947 1,014 1,072 1,125

夜間職員配置加算 24

老健ひらどせと料金表　（2024年8月改定）

1割負担用
●介護保険分 単位（円）

介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

＜基本料金＞

第3段階
②

1日あたり 2,931 3,012 3,084 3,147 3,204

30日間 87,930 90,360 92,520 94,410 96,120

※３

※４

※２


